
久喜市立小・中学校体育施設の開放に関する要綱の一部を改正する告示 

久喜市立小・中学校体育施設の開放に関する要綱（令和４年久喜市告示第１４

０号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

久喜市立小学校、中学校及び義務教育学校体育施設の開放に関する要綱 

第１条第１項中「久喜市立小・中学校体育施設の開放に関する要綱」を「久喜

市立小学校、中学校及び義務教育学校体育施設の開放に関する要綱」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第１条関係） 

開放施設 開放校 開放する日 開放する時間 

校庭 小学校 学校休業日 午前６時から 

午後６時まで 

中学校 義務教育学校 学校休業日 午前６時から 

午前８時まで 

夜間照明の

ある校庭 

栢間小学校 栗橋小学

校 久喜南中学校 鷲

宮西小中学校 

４月１日から 

１１月３０日まで 

午後７時から 

午後９時まで 

体育館 小学校 平日 午後６時から 

午後９時まで 

学校休業日 午前８時から 

午後９時まで 

中学校 義務教育学校 平日 学校休業日 午後７時から 

午後９時まで 

体育室（校

舎と一体で

鷲宮西小中学校 平日 学校休業日 午後７時から 

午後９時まで 



ある屋内運

動場） 

武道場 菖蒲中学校 平日 学校休業日 午後７時から 

午後９時まで 

備考 学校休業日とは、久喜市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則 

（平成２２年久喜市教育委員会規則第１５号）第３条第１項に規定する休業

日をいう。 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第２条関係） 

開放施設 開放校 １時間当たり

の実費弁償額 

夜間照明のある校

庭 

栢間小学校 栗橋小学校 久喜南中学校 ５００円 

鷲宮西小中学校 ２５０円 

体育館 清久小学校 本町小学校 青毛小学校 江

面小学校 菖蒲小学校 小林小学校 三箇

小学校 栢間小学校 菖蒲東小学校 東鷲

宮小学校  

５０円 

青葉小学校 久喜東小学校 久喜北小学校 

栗橋西小学校 栗橋南小学校 桜田小学校 

砂原小学校 久喜東中学校 栗橋西中学校 

１００円 

栗橋小学校 太東中学校 菖蒲中学校 鷲

宮中学校 鷲宮西小中学校 

１５０円 

久喜小学校 太田小学校 久喜中学校 久

喜南中学校 栗橋東中学校 鷲宮東中学校 

２００円 

体育室（校舎と一鷲宮西小中学校 ５０円 



体である屋内運動

場） 

武道場 菖蒲中学校 １００円 

別表第４を次のように改める。 

別表第４（第２条関係） 

開放施設 開放校 ３０分当たり

の実費弁償額 

空調設備のある体

育館及び体育室

（校舎と一体であ

る屋内運動場） 

久喜中学校 久喜南中学校 久喜東中学校 

太東中学校 菖蒲中学校 栗橋東中学校 

栗橋西中学校 鷲宮中学校 鷲宮東中学校 

鷲宮西小中学校 

３００円 

武道場 菖蒲中学校 ３００円 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


